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はじめに

本稿は、下記の引用中の用例の接続法が文の主語の観念を示している（代弁している）ように解さ

れるのは不適切であり、接続法があくまでも「法」である以上、接続法が表わす「観念」はあくまで

話者の観念であって、接続法に置かれた核命題の真偽については話者は何も語っていないことを主張

し、上の「誤解」が生じるのは、主節のレベルと接続法に置かれた従節のレベルとの混同によるもの

であることを主張する。以下の記述を見よう。

(1)DAMouRETIF-PIcHoNの場合、それはいつもそうであるが、subjonctifはlocuteur（話し手）の観点

からのものと、protagoniste（実際の行為者）の観点からのものとに区別される。第一人称においては

その両者が一致することは言うまでもない。

たとえば、〈<Jacques〃iequePaulsoirve”.〉>、〈<Jacques〃jequePaules/ye"".〉》（ジャックはポールの

来たことを否定している｡）における法の違いは、第一例はJacques即ちprotagonisteの立場に立って

のsubjonctifであり－そしてsubjonctifは普通この立場で用いられる－，第二例は、locuteur自身の立
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場から、即ちJacquesは知らないが、話し手としては事実と判断していることを打ちだしているため

のindicatifなのである。当面問題のnepasdouter,nierに続くindicatifも同様に説明される：

Peign6〃'αｐ“ｐ〃〃jerqu，ilconnaissaitDarius．

（ペニェは彼がダリュスを識っていたことを否定できなかった｡）

におけるindicatifは話し手が自身の立場から、Peign6がDariusを識っていたことを断言していること

を示しているのである。（佐藤房吉1990,ｐ､177、イタリック原著者、下線本稿筆者、以下同様）

上記の引用は、〈<Jacques〃jequePaulsoj”e”.》》中の接続法が、主語の立場に立って（代弁して)、

従節の命題を偽とする主語の見解を表わしている一方、〈<Jacques〃jequePaulesrve"".〉>の直説法では、

主語を差し置いて、命題を「真」とする話者の判断が明示されると述べている。

このような主語の立場に立った接続法の使用という考えは不適切であることを明らかにしたい。

１．諸文献の記述

いくつかの文献の記述を確認しよう。

(2)（…）疑惑・否定・可能などを表わす動詞（相当句)、非人称表現、名詞など（contester,dementir，

d6sesperer，disconvenir，dissimuler，douter，ignorer，nier；ilestcontestable，douteux，faux，possible，rare；il

semble,ilsepeutque;ｎｏｎ（pas）que,loinque,など）の後：Ｊｅｄｂ"だ["je]quecelaso〃vrai．「それが真

実であることを疑う[否定する]」／Ilsepe"ｆ[〃esrpo”雄]ｑｕ，ilWe""e､「彼は来るかも知れない」／Le

hasardavaitd6truitﾉapossめj"だquecela〃I.（AYER,623）「偶然にもそんなことの起こる可能性はなく

なってしまった」／Oncommen9aaconsiderercommepossめんｑｕｅｌ，etrangere伽錨enAm6rique．

(ARLAND,Ｏ”e,478）「みんなはこの見知らぬ男がアメリカにいたことがあるのかも知れないと考え

始めた」し上記の動詞の否定形が断定的意味を持つか、なおそこに一抹の疑惑が残るかによって＋

/+画が変わ亀が､これについては､各動詞ごとに検討を要する。(朝倉2002､p506右柵）

上記では、従節の命題に対する「疑惑の有無」と法の交代とが１対１対応をなすかのように書かれ

ているが、同書の次の項では、

(3)（…）確実・外観を表わす非人称動詞(ilestcertain,sur,evident,vrai,vraisemblable,probable;ilparait，

ilyaapparence,ilmesemble,など）が否定語（､e…ｐas,Apeine,peu,など）を伴うとき：Ｊｅ〃ｅｃｍな

[‘畑ｐａｓ９"evousのezraison．「私はあなたの言うのがもっともだとは思わ［言わ］ない」／Ｏｎｐｅｗｊ

ｐｅ肋e成杷９"ｅｌ，allemandα〃unfUtur.（MEILLET,Ｌｊ"ｇルな1.,145）「ドイツ語に未来時制があるとはほと

んど言えない」／Ｊｅ〃1epe庵"αdｾ〃7c旅"'e"ｒ９"'ilyα〃reposarienfai応.（GIDE,､ﾉb岬αﾉ;1942-9,242）

｢何もしないのが休息になるなどとは信じがたい」

この場合、従属節の内容は思考の主体（主語）の主観で疑惑の陰影を帯びるので、客観的に事実で

あることを妨げない：11〃ecm"p“９，‘ejesojsheureux.では「幸福である」ことが話者にとって事実

であったとしても、主語ilの主観において疑わしいのである。（…）（同上書、ｐ､506右柵）
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上に見られるように、ここでは接続法はあくまで話者の観念を表わし、命題の真偽について話者は

何も語っていないことが述べられ、この引用箇所の次で、従節の内容が客観的事実であることを明示

する場合に直説法が使用されることを述べている。

更に続けて、

(4)（…）話者が従属節の内容の真偽を知らず返答を予知しない場合、その内容について軽い疑念と

それが事実でなければよいという気持ちを抱く場合：Cmyez-vo"ｓ９"，ilso〃ve”？「彼が来たと思いま

すか」／EW-〃”r9"'ilvje""e？「彼が来ることは確かでしょうか｣）（同上書、ｐ､507左棚）

と述べ、特別の差違を認めがたいと説かれている場合も以下のように紹介している。

(5)直説法の使用（…)(ii）時に特別の陰影は認めがたい：Opyez-vo“9"'ilたん、[ﾉMzsse]？(H,291）

(同上書、ｐ､507左棚）

上記の「特別の陰影は認めがたい」のは、接続法と、直説法ではあるが単純未来形とが対照されて

いることが決定的であろう。接続法が従節の核命題の真偽に関し何もいわないということと、核命題

が真であると責任を引き受けて述べる直説法ではあるが、単純未来形が事態の成立に不確かさを残す

こととが、両者の差違をわずかなものにしていると考えられよう。

別の文法書では次のように説かれている。

(6)Ｎ､B、このタイプの叙法の振り分けがどのようにして起こるかについて、MARTIN（1983)、Ｎ①LKE

は下記のような人称法の例を挙げ、以下のように言っている。

PieITen，estpascertainqueSophie花we""e、ピエールはソフィが戻って来ることに確信がない。

PienPen，estpascertainqueSophie花vje"伽．ピエールはソフィが戻って来ると確信しているわ

けではない。

彼らによれば、否定が確実性の観念自体にかかり、これを逆転させるなら接続法である。あらかじ

め前提として構成された文全体（=PierTeestcertainqueSophiereviendra.）に否定がかかるなら直説法

だとしている。したがって、直説法を用いた文には前提があり、他人の意見などの再現・反復文を否

定していることになる。（佐藤正明他1991,ｐ､294、この箇所の記述は佐藤正明による）

上記は、Ducrotにより提唱されたpolyphonieの概念を用いて法の交代を説明しようとしたＮ①LKE

(1985）の名を挙げているがその説明は皆無で、意味の論理から法の交代を説明したMARTIN（1983）

の説を紹介してはいるが、下線部は理解困難である。このMARTIN（1983)、ＮのLKE（1985）には後に再

度触れることにする。

上の説明では、Pierre、，estpascertainqueSophie,ｗｉｅ"d>z７．は前提として構築されたPierTeestcertain

queSophiereviendra.という文全体を否定しており「他人の意見などの再現・反復文を否定している

ことにな」るとされ、従節の命題の真偽について話者は何も言っていないということになり、前記(3)

の、直説法の使用により話者は従節の命題が真であることを明示するという説明とは相容れないこと
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になる。

また別の参考書では下記のように説明されている。

(7)（…）たとえばIlnecroitpasquejesojsmalade.は「彼は私が病気であるとは思っていない」の意

で、「私が病気である」という命題はあくまで一個の概念にとどまり、その真偽、あるいは現実・非

現実は問題にされていない。これに対しIlnecroitpasquejesuismalade.なる構文も可能であり、こ

れは「彼はそう思っていないけれども実は私は病気なのだ」の意である。この場合は「私が病気であ

る」ことが事実として伝えられているのである。（冨永他1996,ｐ､270、この箇所の記述は冨永による）

ここで述べられているのは、接続法により表現される観念（ここでは「概念｣）はむろん話者によ

り表現されたものであるが、下線部にあるように、話者自身の真偽判断はなされておらず中立的であ

るということである。

後述のように、接続法の使用は話者によりなされたものであるから、ここで表現されている観念は

話者の（により表現された）観念であるに違いないが、従節の命題に関し話者は如何なる判断も下し

てはいないのであり、命題自体が抽象的なまま、話者により提示されているだけであることに注意せ

ねばならない。上記(7)の説明は本稿の主張によく沿うものである。

２．法性の一般的定義

法性の定義は種々存在するようであるが、ＢALLY（1965）以来の一般的な定義でとりあえずは必要

十分であると我々は考える。すなわち、

(8)文＝核命題(dictum）＋核命題に対する話者の心的態度（modus）

法

文は２つの部分からなり、核命題（dictum）に対する心的態度を表わす部分を「法」と呼ぶ。法の

具体的な表現手段はいくつかあり、言語により使われやすい手段も異なる。フランス語では動詞形に

より表現されることが多いであろうし、英語ではよく発達した助動詞等により表わされることが多い

訳である。

３．DAMouRETTE-PlcHoN（1911-36）の再検討

(1)の記述が依っているDAMouRETTE-PIcHoN（1911-36）を参照する。

(9)（…）Entheseg6n6rale,cettedistinctiondemoeufseregleenprenantpourauteurdujugementoudunon‐

jugementleprotagoniste.〈<CharlesaffirmequeLouisestvenu>>;<<CharlesdoutequeLouissoitvenu》・Mais，

touteslesfbisquecelasembleutile,ｅｔ,enparticulier,danslecasohladistinctionn，ａｐａｓｄｅｓｅｎｓｓｉｏｎｌａ
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mpporteauprotagoniste,lelocuteurseprendlui-m6mepourl，auteurdujugementoudunonjugement：

<<CharlesnesaitpasqueLouisestvenu>〉.（DAMouRETTE-PIcHoNl911-36,t.５，ｐ､517）

直説法／接続法の交代を、主語（protagoniste）の判断／非判断と対応させ、判断主体が主語であるの

を無標とし、それでは意味を持たぬ場合にのみ判断主体が話者となるのが有標であるとするのが彼ら

の主張であることが見て取れる。

我々はこれとは正反対に、２．で述べた法性の定義から、直説法／接続法の交代、すなわち核命題

の真偽に対する判断／非判断の主体は話者であり、主体が一見、主語であるように見えるのは、従節

レベルと主節レベルとのレベルの混同であることを主張する。その前に、(6)が紹介しているMARTIN

(1983）とＮのLKE（1985）の主張を検討しよう。

４．ＭＡＲＴＩＮ（1983）の主張に関する考察

⑩Ｌ，apparitiondusubjonctifestdoncli6eAlavaleursuspensivede9He,conditionnecessairequoiquenon
〃

suffisante,Endehorsde9zｲe,lesubjonctifcedelaplaceiil，indicatifQuel，oncompare：

Jusqu，ｉｈｃｅｑｕ'ilrevienne／Jusqu，aumomentotlilrwiendm・

Aconditionqu，ilrevienne／Ｓ，ilrevient、

Demanderqu，ilrevienne／s，ilreviendra(danscedemiercas,ilestvrai,avecunenotablediffもrencede

sens)．（MARTIN1992,ｐ､119）

ここで、接続詞ｑｕｅを接続法出現の必要条件としていて、ｑｕｅはsuspensifな性格を有していると

説くのは、そこまでの必要性があるのか我々には疑問が残る。

直説法／接続法の交代について、次のように述べられている。

(Ⅱ）Onfbrmuleraacet6gardl，hypothesesuivante：

一lemodeindicatifapparaitquandl，id6en6gativeportesurlaphraseentiere,ｐ淀alablementconstruite;ｓｏit：

ＮＥＧ［CERT(p)]；

一lemodesubjonctifapparaltquandlan6gationportesurl，id6ememedecertitudeetl，inverseenuneidee

d'inexistenceprobable：

［NＥＧ（CERT)]ｐ

＝INCERTITUDE(p）

Ｅｎｓｏｍｍｅ,onsupposeuneordinationdifferentedesop6rationsmodalisantes：lorsquelan6gationintervient

tardivement,ｒｉｅｎｎｅｓ'opposeAl，usagedel，indicatiflorsqu，elleinverseprecocementl，id6edecertitudeen

incertitude,alorslesubjonctifs，impose.（同上書、ｐ､135）

上の論理式に明らかなように、核命題の確からしさそのものが否定の作用域に含まれると直説法が、

核命題自体は否定の作用域外にあり（何も言及されず)、「確からしさ」という概念自体が否定され
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｢不確かさ」が主張されると接続法が現れると説かれるのである。(6)を引用して解説したように、こ

の主張は、核命題ｐが真であると話者が判断しそのことを明示したい時に直説法を用いるという観

察事実に反するものではないか。

５．ＮのLKE（1985）の主張に関する考察

彼は、Ducrotによるpolyphonieの概念を用いて法の交代を説明しようとする。すなわち、実際の

話者（locuteur）とは別に複数の発話者（6nonciateur）を設定し、

⑫PierTen，estpascertainqueSophiereviendra．

(l3PierTen，estpascertainqueSophierevienne.（NのLKEl985,ｐ､64）

⑫では、実際の話者（locuteur）は自らとは距離を置いて、ある発話者（enonciateurl）を設定し、

その発話者が《<PierTeestcertainqueSophiereviendra.〉》と主張（afYirmer）し、同様に設定したもう１人

別の発話者（enonciateur2）がその核命題を否定し、実際の発話者（locuteur）は発話者（enonciateur2）

と結びつくとする。（13ではそれと異なり、発話者（6nonciateurl）は実際の話者（locuteur）中に「内

的」に措定されると説明する。この主張はそれなりに整合性を持つし、彼自身も述べている通り、４．

のMARTIN（1983）の意味の論理による説明とも矛盾しないが、このような牛刀ともいえる道具立てを

用いなくても、法のこの交代は十分説明可能である。このことを次節で主張したい。

６．レベルの峻別

直説法／接続法の交代を説明するためには、主節のレベルと従節のレベルとを十全に分けて考察せ

ねばならない。

前述もしたように、法性の定義自体から、接続法が表わすのは主語ではなくあくまでも話者の心的

態度であり、接続法に置かれた核命題が話者の抽象的な観念の段階に留まっているという態度で述べ

られるのである。したがって、命題の表わす観念が誰のものであるか、話者のものか主語のものかと

いう問いの立て方自体がfauxproblemeであることが明らかである。

接続法に置かれた従節では、核命題に対する話者自身の真偽判断は全くなされていないのであるか

ら、冒頭(1)に引用した例文Jacques〃jequePaulsojrve""．についての「第一例はJacques即ち

protagonisteの立場に立ってのsubjonctifであ」るという記述は適切ではなく、真偽に関し中立の立場

で話者により提示された命題に対し、主語のJacquesはそれが真であることを否定した、と説明すべ

きなのである。従節の核命題が直説法に置かれた場合は、話者が更に踏み込んで、主語の判断の如何

に拘わらず核命題が真であると話者が判断を下し、そう主張しているのである。それゆえ、「第一例

はJacques即ちprotagonisteの立場に立ってのsubjonctifであ」るという(1)に引用した記述は、主節・

従節のレベルを混同したものと考えられるのである。

レベルの同様の混同は、引用(3)にある「従属節の内容は思考の主体（主語）の主観で疑惑の陰影を

帯びるので、客観的に事実であることを妨げない：11〃ecmjrp“9脚ejesoisheureux.では「幸福であ
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る」ことが話者にとって事実であったとしても、主語ilの主観において疑わしいのである｡」という

説明の、「疑惑の陰影を帯びる」という記述にも見られるのである。繰り返せば、接続法は核命題の

真偽については何も言っておらず、疑惑を表出しているのはあくまでも主節の主語に他ならないので

ある。

(2)の｢上記の動詞の否定形が断定的意味を持つか､なおそこに一抹の疑惑が残るかによって+圏／

+画が変わるが､これについては､各動詞ごとに検討を要する｡」という記述にある動詞ごとの差違
も、動詞の意味や文脈による差違であって、接続法が核命題の真偽については一切云々しない、とい

う点では何の相違もないのである。

(4)に見られる、「その内容について軽い疑念とそれが事実でなければよいという気持ちを抱く場合」

という説明も、これはあくまで文脈が与える効果であって、接続法の選択とは何の関係もないのであ

り、ここでも従節（接続法）そのもののレベルと意味効果を与える文脈レベルとの混同が見られるの

である。

７．結論

法性の定義から、接続法により表わされる観念（従節の核命題が観念という抽象的な段階に留まっ

ているということ）が主語ではなく話者のものであるということは明らかである。核命題が真である

と話者が責任を引き受けて述べる直説法とは異なり、また核命題が現実世界のものではないという心

的態度で述べる条件法とも異なり、核命題がその２者のいずれともまだ判断できない、より抽象的な

観念の段階に留まっているという心的態度で述べられていることが接続法により示されるのである。

したがって、従節の表わす観念が誰のものであるか、話者のものか主語のものかという問いの立て方

自体に問題があるのである。更に、接続法を選択した主体である話者自身の、従節の核命題に対する

真偽判断は全くなされておらず中立であり、それに対する主観的な真偽判断を下すのが主節の主語に

他ならないのである。

Ref6rences

朝倉季雄（2002）「新フランス文法事典」白水社、584p、

佐藤房吉（1990）「Subjonctifの争点｣、「フランス語動詞論」白水社、ppl71-l80、

佐藤正明他（1991）「詳解フランス文典』駿河台出版社、505p・

富永明夫他（1996）「改訂版フランス語ハンドブック」白水社、S34p

BALLY,Charles（1965）Ｌ加９１'is"9"egさ"§、ﾉeeﾉﾉj"９１ｲな"9"e""Cajse,FranckeBeme,440p・

DAMouREITE-PIcHoN（1911-36)Dasmo応向わpe"sje,t､５，，，artrcy,ｐ､502,ｐｐ,517-519．

MARTIN,Robert（1992）ＰＣ”""eﾉbgj9"edhｲse"s,Ｐｕｆｐｐ､'16-139.

N①LKE,Henning（1985）《《Lesubjonctif-Fmgmentsd，uneth6orie6nonciative->》，

Ｌα"gzZgas,80,ｐｐ,55-70.


	表題
	要旨
	はじめに
	1. 諸文献の記述
	2. 法性の一般的定義
	3. DAMOURETTE-PICHON (1911-36)の再検討 
	4. MARTIN (1983)の主張に関する考察
	5. NФLKE (1985)の主張に関する考察 
	6. レベルの峻別
	7. 結論
	References

